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林
業
普
及
指
導

業
務
に
従
事
す
る

職
員

防
寒
服

号

外

三�
平

成
二
十
八
年

四

月

一

日

長
靴
防
寒
服

作
業
服(

上
・
下)

一
着

長
靴

三
年

一
足
一
着
一
着一

足

三
年
三
年
一
年一

年

目

次

規

則

○
岐
阜
県
職
員
被
服
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

職
員
厚
生
課)

一
ペ
ー
ジ

告

示

○
岐
阜
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に

関
す
る
条
例
第
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
く
知
事
が
定
め
る
額
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

(

職
員
厚
生
課)

二

○
岐
阜
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に

関
す
る
条
例
に
基
づ
く
知
事
が
定
め
る
金
額
の
指
定
に
関
す
る
告
示

の
一
部
改
正

(
同

)

三

訓

令

甲

○
岐
阜
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

職
員
厚
生
課)

三

規

則

岐
阜
県
職
員
被
服
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
九
号

岐
阜
県
職
員
被
服
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
被
服
貸
与
規
則(

昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
中
十
七
の
項
を
削
り
、
五
十
三
の
項
を
五
十
五
の
項
と
し
、
四
十
六
の
項
か
ら
五
十
二
の
項
ま

で
を
二
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
四
十
五
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
四
十
五
の
項
を
同
表
四
十
七
の
項
と
し
、
同
表
四
十
四
の
項
第
二
号
を
削
り
、
同
項
を
同
表
四

十
六
の
項
と
し
、
同
表
中
四
十
三
の
項
を
四
十
五
の
項
と
し
、
四
十
二
の
項
を
四
十
四
の
項
と
し
、
同

｢

表
四
十
一
の
項
第
一
号
中

｢

( ) 平成28年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

に
改
め
、
同
項
を
同

を



四

危
機
管
理

部
危
機
管
理

政
策
課

三

清
流
の
国

推
進
部
地
域

ス
ポ
ー
ツ
課

二
十
三

都
市

建
築
部
住
宅

課 長
靴

１

現
場
業
務

に
従
事
す
る

職
員(

防
災

情
報
通
信
シ

ス
テ
ム
の
整

１

現
場
業
務

に
従
事
す
る

職
員(

施
設

管
理
に
関
す

る
業
務
に
従

事
す
る
職
員

に
限
る
。)

１

現
場
業
務

に
従
事
す
る

職
員

一
足安

全
靴

長
靴
又
は
安
全
靴

防
寒
服

作
業
服(

上
・
下)

安
全
靴

防
寒
服

作
業
服(

上
・
下)

安
全
靴

防
寒
服

作
業
服(

上
・
下)

一
年

安
全
靴一

足
一
足
一
着

夏
用
・
冬
用
各

一
着

一
足
一
着

夏
用
・
冬
用
各

一
着

一
足
一
着

夏
用
・
冬
用
各

一
着

二
年

一
足

三
年
三
年

三
年

三
年
三
年

二
年

三
年
三
年

二
年

担
当
ご
と

三
年

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満

二
十
歳
未
満

年

齢

階

層

備
及
び
運
用

管
理
に
関
す

る
業
務
に
従

事
す
る
職
員

に
限
る
。)

六
、
一
三
九
円

五
、
七
二
一
円

五
、
一
七
三
円

四
、
六
八
八
円

最

低

限

度

額

一
六
、
三
一
二
円

一
三
、
五
八
九
円

一
三
、
二
〇
七
円

一
三
、
二
〇
七
円

最

高

限

度

額

に
長
靴
又

は
安
全
靴

の
い
ず
れ

か
と
す
る
。

｣
表
四
十
三
の
項
と
し
、
同
表
中
四
十
の
項
を
四
十
二
の
項
と
し
、
三
十
四
の
項
か
ら
三
十
九
の
項
ま
で

｢

を
二
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
三
十
三
の
項
中

｢を
｣

に
改
め
、
同
項
を
同
表
三
十
五
の
項
と
し
、
同
表
中
三
十
二
の
項
を
三
十
四
の
項
と
し
、
二
十

｣

二
の
項
か
ら
三
十
一
の
項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
二
十
一
の
項
中｢

都
市
建
築
部
公
共
建

築
住
宅
課｣

を｢

都
市
建
築
部
公
共
建
築
課｣
に
改
め
、
同
項
を
同
表
二
十
二
の
項
と
し
、
同
項
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
中
二
十
の
項
を
二
十
一
の
項
と
し
、
十
九
の
項
を
二
十
の
項
と
し
、
十
八
の
項
を
十
九
の
項
と

し
、
十
六
の
項
を
十
八
の
項
と
し
、
三
の
項
か
ら
十
五
の
項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
二
の
項
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号

岐
阜
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
五
条
の
二
第
一

項
及
び
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
知
事
が
定
め
る
額
に
関
す
る
告
示(

平
成
四
年
岐
阜
県

告
示
第
二
百
三
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日(

以
下｢

適
用
日｣

と
い
う
。)

以
後
の
期
間
に
係

る
年
金
た
る
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
及
び
適
用
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に

係
る
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
適
用
日
前
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額

及
び
適
用
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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七
十
歳
以
上

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

三
、
九
三
〇
円

三
、
九
三
〇
円

四
、
九
一
六
円

六
、
〇
五
七
円

六
、
七
三
八
円

六
、
八
六
五
円

六
、
七
五
〇
円

六
、
五
七
一
円

一
三
、
二
〇
七
円

一
五
、
五
七
九
円

一
九
、
九
三
五
円

二
四
、
七
四
七
円

二
五
、
二
一
四
円

二
三
、
九
二
四
円

二
一
、
三
五
五
円

一
八
、
八
〇
三
円

岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号

岐
阜
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
知
事
が

定
め
る
金
額
の
指
定
に
関
す
る
告
示(

平
成
八
年
岐
阜
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

改
正
後
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
介
護
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
の
期
間
に
係
る
介
護
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

表
常
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
中｢

十
万
四
千
五
百
七
十
円｣

を｢

十
万
四
千
九
百
五
十
円｣

に
、

｢

五
万
六
千
七
百
九
十
円｣

を｢

五
万
七
千
三
十
円｣

に
改
め
、
同
表
随
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項

中｢

五
万
二
千
二
百
九
十
円｣

を｢

五
万
二
千
四
百
八
十
円｣

に
、｢

二
万
八
千
四
百
円｣

を｢
二
万

八
千
五
百
二
十
円｣

に
改
め
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程(

昭
和
五
十
三
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

目
次
中｢

健
康
診
断｣

を｢

健
康
管
理｣

に
、｢

第
二
十
二
条｣

を｢

第
二
十
二
条
の
二｣

に
改
め

る
。第

五
条
第
四
号
中｢

健
康
福
祉
部
次
長｣

の
下
に｢(

技
術
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
健
康
福
祉

部
次
長
が
産
業
医
の
資
格
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
資
格
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
知
事

が
指
名
す
る
者
。
以
下
同
じ
。)｣

を
加
え
、｢

資
格
を
有
す
る｣

を｢

そ
の
資
格
を
有
す
る｣

に
改
め
、

｢

他
の
保
健
所
長｣

の
下
に｢

の
う
ち
か
ら
知
事
が
指
名
す
る
者
。
以
下
同
じ
。｣

を
加
え
る
。

｢

第
四
章

健
康
診
断｣

を｢

第
四
章

健
康
管
理｣

に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
見
出
し
を｢(

健
康
診
断
の
種
類
等)｣

に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
見
出
し
を｢(

健
康
診
断
の
実
施)｣

に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
見
出
し
を｢(

健
康
診
断
結
果
の
報
告)｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

、
地
区
安
全

衛
生
管
理
責
任
者｣

を
削
る
。

第
二
十
二
条
第
二
項
中｢

、
地
区
安
全
衛
生
管
理
責
任
者｣

を
削
り
、
第
四
章
中
同
条
の
次
に
次
の

一
条
を
加
え
る
。

(

心
理
的
な
負
担
の
程
度
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査)

第
二
十
二
条
の
二

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
は
、
職
員
に
対
し
、
健
康
管
理
医
又
は
衛
生
管
理
者
に
よ

る
心
理
的
な
負
担
の
程
度
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査(

以
下｢

心
理
的
負
担
検
査｣

と
い
う
。)

を

実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
心
理
的
負
担
検
査
の
結
果
の
保
管
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中｢

総
括
安
全
衛
生
管
理
者｣

と
あ
る
の
は
、｢

健
康
管
理
医

又
は
衛
生
管
理
者｣

と
す
る
。

３

心
理
的
負
担
検
査
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
は
、
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
が
別
に
定
め
る
。

第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
中｢

健
康
診
断｣

の
下
に｢

又
は
心
理
的
負
担
検
査｣

を
加
え
る
。

第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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粉
じ
ん
作
業
従
事
者

有
機
り
ん
剤
を
取
り
扱
う
業
務
又
は
そ

の
ガ
ス
、
蒸
気
若
し
く
は
粉
じ
ん
を
発

散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務
従
事
者

塩
酸
、
硝
酸
、
硫
酸
、
亜
硫
酸
、
ふ
つ

化
水
素
、
黄
り
ん
そ
の
他
歯
又
は
そ
の

支
持
組
織
に
有
害
な
物
の
ガ
ス
、
蒸
気

又
は
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け

る
業
務
従
事
者

じ
ん
肺
法(

昭
和
三

十
五
年
法
律
第
三
十

号)

第
三
条
各
号
に

掲
げ
る
検
査

一

血
清
コ
リ
ン
エ

ス
テ
ラ
ー
ゼ
活
性

値
の
検
査

二

多
汗
、
縮
瞳
並

び
に
眼
け
ん
及
び

顔
面
の
筋
繊
維
性

れ
ん
縮
の
検
査

口
腔く
う

内
検
査

じ
ん
肺
法
第
七
条

か
ら
第
九
条
の
二

ま
で
に
規
定
す
る

じ
ん
肺
健
康
診
断

の
種
類
に
応
じ
、

当
該
各
条
に
規
定

す
る
回
数

年
二
回

年
二
回

年
四
回

年
二
回

年
二
回

第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
二
条

削
除

｢
｢

別
表
第
三
特
殊
健
康
診
断
の
部
電
離
放
射
線
業
務
従
事
者
の
項
中

を

｣
｣

に
改
め
、
同
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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